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１. はじめに 

 不合理な訴訟から innovators を保護すると共に、最高品質の特許を確保することに関し、2013 年 6 月 4 日に、White 

House Office of the Press Secretary は、プレス・リリースを発行しました。*1そこには、ハイテクの特許課題に関する

一連の Legislative Recommendations and Executive Actions が説明されています。なかでも、Executive Actions 2 は、

クレームの明瞭さを改善するための戦略に関し、特に、ソフトウェアの絡みで機能的なクレームの明瞭さの改善、及

び、特許出願明細書における用語集*2の使用に関するものです。 

 

本パイロットプログラム*3の詳細が、2014 年 3 月 24 日に官報で公示されました。*4用語集を介して USPTO およ

び公衆が特許クレームをより十分に理解できるようにすることによって、特許品質を向上させ得るか否か、および、

クレームの明瞭さを改善し得るか否かについて、USPTO は検証しようとしています。本パイロットプログラムの実施

により、USPTO は、特許出願処理が促進され、特許の品質が向上し、不適切な審査や訴訟を未然に回避できると考え

ています。 
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*1 ”FACT SHEET: White House Task Force on High-Tech Patent Issues” 

*2 特許出願中にタームの適切な用語集（クレーム中で用いられたタームを定義した用語集）を含めておくことが前提。 

*3 LINK: http://www.uspto.gov/patents/init_events/glossary_initiative.jsp 

*4 LINK: http://www.ofr.gov/(S(rrylpr0m4a02wg3bmgo5eals))/OFRUpload/OFRData/2014-06792_PI.pdf 

USPTO が Glossary Pilot Program の試行を決定 


